
・国補助を受けない場合＝60万円
・国補助を受ける場合＝40万円

平成28年度から令和2年度

車両本体価格の6分の1の額（上限100万円）



（1）電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車のタクシー
・平成28年4月1日から令和3年（2021年）2月28日までの間に初度登録され、代金の支払いが完了している自動
車（中古を除く。）であること。ただし、初度登録をした日から起算して１年以内に申請すること。

・東京都内に使用の本拠の位置を有すること。

（2）環境性能の高いUDタクシー
・平成28年4月1日から令和3年（2021年）2月28日までの間に初度登録され、代金の支払いが完了している自動
車（中古を除く。）であること。ただし、初度登録をした日から起算して１年以内又は、国の額確定通知日から4か月以
内に申請すること。

・東京都内に使用の本拠の位置を有すること。

（1）電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車のタクシー（上限100万円）
・車両本体価格の6分の1の額
・（2）と併用の場合は、車両本体価格から60万円を差引いた額の6分の1の額

（2）環境性能の高いUDタクシー
・国補助を受けない場合＝60万円
・国補助を受ける場合＝40万円

（1）申請1台につき、2名以上の運転者がユニバーサルドライバー研修を受講していること。
（2）実車を用いた定期的な研修を年2回以上実施していること。

助成要件（環境性能の高いUDタクシーのみ）※福祉輸送事業限定事業者は除く。


